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Ql.新しく設けられた給付金の仕組みの目駒は何ですかo1 3 B I D .6

Q2 給付金の制度はlいつから始まるのですかo

Q3 給付金の支給を受けることができ.るのはどのような人ですかo

Q4 フイブリノゲン製剤や血液凝固第DE因子製剤であれば,すべての.

製剤が対象になるのですか.11.r1..J...1.一.J.,.,17

Q5 製剤投与の事実.因果開係1症状について裁判手続の中で確認を

受けるためにはlどのようにすればよいのですか.

J Q6 製剤投与の事実を裁判手続の申で確認してもらうためにはlどの.
ような書類が必要ですか.診療録く力ルテJなどへ製剤が投与されL
た当時に作成された医療記録がないと.製剤投与の事実-を裁判手続
の申で確認してもらうことはできないのですかoi. - , t
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Q7 訴訟を提起する必要があるとの.ことですがlその場合の弁護士費,

用の取扱いはどうなるのでしょうかo

Q8 .C型肝炎に感染していた家族がいましたがt既に亡くなっていま
すoその場合は1支給は受けられないのですかo


